
JP 2018-207299 A 2018.12.27

10

(57)【要約】
【課題】制御信号をデータ信号よりも優先して送信する
ことが可能である加入者線端局装置を提供する。
【解決手段】加入者線端局装置は、帯域割当装置と転送
装置とを備える加入者線端局装置であって、帯域割当装
置は、加入者線終端装置の制御に関する信号である制御
信号を送信する制御信号送信部を有し、転送装置は、制
御信号を取得する制御信号用キューと、加入者線終端装
置に送信されるデータ信号を取得するデータ信号用キュ
ーと、制御信号の送信時間を確保し、送信時間ではデー
タ信号をデータ信号用キューから取得することなく制御
信号を制御信号用キューから取得し、取得された制御信
号を加入者線終端装置に送信する制御部とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　帯域割当装置と転送装置とを備える加入者線端局装置であって、
　前記帯域割当装置は、
　加入者線終端装置の制御に関する信号である制御信号を送信する制御信号送信部を有し
、
　前記転送装置は、
　前記制御信号を取得する制御信号用キューと、
　前記加入者線終端装置に送信されるデータ信号を取得するデータ信号用キューと、
　前記制御信号の送信時間を確保し、前記送信時間では前記データ信号を前記データ信号
用キューから取得することなく前記制御信号を前記制御信号用キューから取得し、前記取
得された制御信号を前記加入者線終端装置に送信する制御部とを有する、
　加入者線端局装置。
【請求項２】
　前記制御信号送信部は、前記制御信号の送信時間及び転送量が記載されたパイロット信
号を送信し、前記パイロット信号の送信時刻から所定の待機時間が経過した時刻に前記制
御信号の送信を開始し、
　前記制御信号用キューは、前記制御信号及び前記パイロット信号を取得し、
　前記制御部は、前記制御信号用キューが前記パイロット信号を取得した時刻から前記送
信時間が経過するまでの期間、又は前記送信時間において前記転送量の制御信号の送信が
完了するまでの期間、前記データ信号を前記データ信号用キューから取得することなく前
記転送量の制御信号を前記制御信号用キューから取得し、前記取得された制御信号を前記
加入者線終端装置に送信する、請求項１に記載の加入者線端局装置。
【請求項３】
　予め定められた時刻に割り込み信号を送信するタイマを更に備え、
　前記制御部は、前記割り込み信号が送信された時刻から前記制御信号の送信時間が経過
するまでの期間、前記データ信号を前記データ信号用キューから取得することなく前記制
御信号を前記制御信号用キューから取得し、前記取得された制御信号を前記加入者線終端
装置に送信する、請求項１に記載の加入者線端局装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加入者線端局装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信形態が固定であるか又は移動体であるかを問わず、様々な構成の通信システムが検
討されている。媒体として光ファイバを有する通信システムは、光アクセスネットワーク
と呼ばれている。光アクセスネットワークの方式には、ＳＳ（Single Star）方式と、Ｐ
ＯＮ（Passive Optical Network）方式とがある。
【０００３】
　図４は、光アクセスネットワークの構成の例を示す図である。ＳＳ方式では、１台の加
入者線端局装置（ＯＬＴ: Optical Line Terminal）に対して１台の加入者線終端装置（
ＯＮＵ: Optical Network Unit）が、光ファイバを介して接続される。ＰＯＮ方式では、
１台の加入者線端局装置に対して複数の加入者線終端装置が、光ファイバ及び光スプリッ
タを介して接続される。
【０００４】
　以下、加入者線終端装置から加入者線端局装置に向かう方向を「上り方向」という。以
下、加入者線端局装置から加入者線終端装置に向かう方向を「下り方向」という。以下、
上り方向の信号を「上り信号」という。以下、下り方向の信号を「下り信号」という。
【０００５】
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　ＰＯＮ方式では、複数の加入者線終端装置が光ファイバを共有している。上り信号同士
の衝突を防止するため、加入者線端局装置は、上り信号を加入者線端局装置が送信するタ
イミングを制御する。加入者線端局装置は、ＭＰＣＰ（Multi-Point Control Protocol）
のメッセージを用いて、上り信号の送信タイミングを制御する。
【０００６】
　加入者線終端装置は、送信要求信号（ＲＥＰＯＲＴメッセージ）を加入者線端局装置に
送信することによって、上り信号の送信許可を加入者線端局装置に要求する。加入者線端
局装置は、送信許可信号（ＧＡＴＥメッセージ）を加入者線終端装置に送信することによ
って、上り信号の送信許可を加入者線終端装置に与える（非特許文献１参照）。ＰＯＮ方
式では、加入者線端局装置は、ＭＰＣＰにおける動的帯域割り当て（ＤＢＡ: Dynamic Ba
ndwidth Allocation）によって、複数の加入者線端局装置の上り信号に、送信タイミング
に応じた帯域を動的に割り当てる。
【０００７】
　従来の加入者線端局装置は、専用ハードウェアで実装されている。近年、加入者線端局
装置の機能の一部をデータセンタのサーバ装置にソフトウェアで実装することが検討され
ている（非特許文献２参照）。非特許文献２では、加入者線端局装置及び加入者線終端装
置の管理機能並びに制御機能の一部をデータセンタのサーバ上で実行する。非特許文献２
では、ソフトウェアを変更するだけで前述管理及び制御に関する機能を追加できるので、
サービス導入の迅速化が期待できる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】IEEE802.3.ah,“IEEE Std 802.3-2012 SECTION FIVE 64.Multipoint MA
C Control”
【非特許文献２】L.Peterson et.al.,“Central Office Re-architected as a Datacente
r”, IEEE Communications Magazine, Vol.54 (10), pp.96-101,2016.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら非特許文献２では、動的帯域割り当て機能をハードウェアで実装すること
を前提としている。動的帯域割り当てを高速に計算するためには、多くの計算リソースを
ハードウェアごとに用意する必要があり、トータルコストが高くなってしまうという問題
がある。そこで、動的帯域割り当て機能についてもソフトウェア化し、これをデータセン
タに集約することで、集約効果による計算リソースの削減が期待できる。
【００１０】
　図５は、光アクセスネットワークの局舎の構成の例を示す図である。図５では、加入者
線端局装置の転送系機能と、動的帯域割り当て機能を含む制御・管理系機能を分離した上
で、データセンタのサーバ装置にソフトウェアで実装された加入者線端局装置が動的帯域
割り当て等の高速な計算処理を実行する。一方、転送機能は、汎用のＬ２スイッチなどで
実装する。構成では、複数のＰＯＮにおける動的割り当て機能がデータセンタに集約され
るため、計算リソースの削減が期待できる。加入者線端局装置の転送装置は、加入者線端
局装置の帯域割当装置（ＭＰＣＰ機能部）から送信された送信許可信号を、加入者線終端
装置に送信する。
【００１１】
　図６は、送信許可信号の送信が待ち状態となっている状態の例を示す図である。制御信
号用キューは、制御信号を送信するためのキューである。データ信号用キューは、データ
信号を送信するためのキューである。転送装置は、ユーザデータを含むデータ信号と送信
許可信号等である制御信号との両方を、ＰＯＮを介して加入者線終端装置に送信する。転
送装置は、データ信号よりも制御信号を優先して、制御信号を制御信号用キューから送信
する。
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【００１２】
　しかしながら、従来の加入者線端局装置は、制御信号をデータ信号よりも優先して送信
することができない場合がある、という問題があった。つまり、転送装置は、下り信号で
あるデータ信号の送信中に制御信号用キューが制御信号を取得した場合、データ信号の送
信が完了するまで制御信号の送信を待機させる必要がある。転送装置が制御信号の送信を
待機させることは、加入者線終端装置が上り信号を送信する時刻に影響を与える可能性が
ある。加入者線終端装置が上り信号を送信する時刻に影響が与えられた場合、ＰＯＮにお
いて上り信号同士が衝突する可能性がある。
【００１３】
　上記事情に鑑み、本発明は、制御信号をデータ信号よりも優先して送信することが可能
である加入者線端局装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の一態様は、帯域割当装置と転送装置とを備える加入者線端局装置であって、前
記帯域割当装置は、加入者線終端装置の制御に関する信号である制御信号を送信する制御
信号送信部を有し、前記転送装置は、前記制御信号を取得する制御信号用キューと、前記
加入者線終端装置に送信されるデータ信号を取得するデータ信号用キューと、前記制御信
号の送信時間を確保し、前記送信時間では前記データ信号を前記データ信号用キューから
取得することなく前記制御信号を前記制御信号用キューから取得し、前記取得された制御
信号を前記加入者線終端装置に送信する制御部とを有する、加入者線端局装置である。
【００１５】
　本発明の一態様は、上記の加入者線端局装置であって、前記制御信号送信部は、前記制
御信号の送信時間及び転送量が記載されたパイロット信号を送信し、前記パイロット信号
の送信時刻から所定の待機時間が経過した時刻に前記制御信号の送信を開始し、前記制御
信号用キューは、前記制御信号及び前記パイロット信号を取得し、前記制御部は、前記制
御信号用キューが前記パイロット信号を取得した時刻から前記送信時間が経過するまでの
期間、又は前記送信時間において前記転送量の制御信号の送信が完了するまでの期間、前
記データ信号を前記データ信号用キューから取得することなく前記転送量の制御信号を前
記制御信号用キューから取得し、前記取得された制御信号を前記加入者線終端装置に送信
する。
【００１６】
　本発明の一態様は、上記の加入者線端局装置であって、予め定められた時刻に割り込み
信号を送信するタイマを更に備え、前記制御部は、前記割り込み信号が送信された時刻か
ら前記制御信号の送信時間が経過するまでの期間、前記データ信号を前記データ信号用キ
ューから取得することなく前記制御信号を前記制御信号用キューから取得し、前記取得さ
れた制御信号を前記加入者線終端装置に送信する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明により、制御信号をデータ信号よりも優先して送信することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】第１実施形態における、光アクセスネットワークの構成の例を示す図である。
【図２】第１実施形態における、パイロット信号を用いて確保された送信時間の例を示す
図である。
【図３】第２実施形態における、光アクセスネットワークの構成の例を示す図である。
【図４】光アクセスネットワークの構成の例を示す図である。
【図５】光アクセスネットワークの局舎の構成の例を示す図である。
【図６】送信許可信号の送信が待ち状態となっている状態の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
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　本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
（第１実施形態）
　図１は、光アクセスネットワーク１ａの構成の例を示す図である。光アクセスネットワ
ーク１ａは、媒体として光ファイバを有する通信システムである。光アクセスネットワー
ク１ａは、ＰＯＮ２と、加入者線端局装置３ａとを備える。
【００２０】
　ＰＯＮ２は、複数の加入者線終端装置２０を備える。加入者線終端装置２０は、加入者
線端局装置３ａが送信した下り信号を終端する装置である。下り信号の形式は、パケット
形式である。ＰＯＮ２は、１台の加入者線端局装置３ａに対して複数の加入者線終端装置
２０が光ファイバ及び光スプリッタを介して接続されたネットワークである。加入者線終
端装置２０は、送信要求信号（ＲＥＰＯＲＴメッセージ）を加入者線端局装置３ａに送信
することによって、上り信号の送信許可を加入者線端局装置３ａに要求する。
【００２１】
　加入者線端局装置３ａは、上り信号を終端する装置である。加入者線端局装置３ａは、
送信許可信号（ＧＡＴＥメッセージ）を加入者線終端装置２０に送信することによって、
上り信号の送信許可を、送信要求信号を送信した加入者線終端装置２０に与える。
【００２２】
　加入者線端局装置３ａは、帯域割当装置３０ａと、転送装置３１ａとを備える。帯域割
当装置３０ａは、割当部３００ａを備える。割当部３００ａは、加入者線終端装置２０の
制御に関する信号である制御信号を送信する機能部（制御信号送信部）である。割当部３
００ａは、ＭＰＣＰにおける動的帯域割り当てによって、複数の加入者線端局装置の上り
信号に、送信タイミング（送信時刻）に応じた帯域を動的に割り当てる。割当部３００ａ
は、送信許可信号等の制御信号を転送装置３１ａに送信する。これによって、割当部３０
０ａは、転送装置３１ａを介して、送信許可信号を加入者線終端装置２０に送信すること
ができる。
【００２３】
　転送装置３１ａは、下り信号をＰＯＮ２に転送する装置である。転送装置３１ａは、ユ
ーザデータを含む信号であるデータ信号と制御信号との両方を、ＰＯＮ２に転送する。制
御信号は、例えば、送信許可信号（ＧＡＴＥメッセージ）、ＯＡＭ（Operation, Adminis
tration, and Maintenance）メッセージ等のＭＰＣＰのメッセージである。転送装置３１
ａは、上り信号を帯域割当装置３０ａ又は外部装置に転送してもよい。
【００２４】
　転送装置３１ａは、制御信号用キュー３１０ａと、データ信号用キュー３２０と、制御
部３３０ａと、送信部３４０とを備える。転送装置３１ａの機能部の一部又は全部は、例
えば、ＬＳＩ（Large Scale Integration）やＡＳＩＣ（Application Specific Integrat
ed Circuit）等のハードウェア機能部である。Ｌ２スイッチ等の専用ハードウェアで実装
されたこれらの機能部のうち一部または全部は、ＣＰＵ等のプロセッサが、記憶部に記憶
されたプログラムを実行することにより実現されてもよい。
【００２５】
　制御信号用キュー３１０ａは、送信許可信号やＯＡＭメッセージである等である制御信
号を、割当部３００ａから取得する。制御信号用キュー３１０ａは、取得された制御信号
を保持する。制御信号用キュー３１０ａは、制御信号の一つであるパイロット信号を、割
当部３００ａから取得する。制御信号用キュー３１０ａは、取得されたパイロット信号を
保持する。データ信号用キュー３２０は、下り信号であるデータ信号を、外部装置から取
得する。
【００２６】
　制御部３３０ａは、パイロット信号を制御信号用キュー３１０ａから取得する。制御部
３３０ａは、制御信号を制御信号用キュー３１０ａから取得する。制御部３３０ａは、デ
ータ信号をデータ信号用キュー３２０から取得する。制御部３３０ａは、パイロット信号
に基づいてデータ信号よりも制御信号を優先して、制御信号を送信部３４０に送信する。
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すなわち、制御部３３０ａは、データ信号を送信部３４０に送信することなく制御信号を
送信部３４０に送信するための送信時間を、パイロット信号に基づいて確保する。制御部
３３０ａは、確保された送信時間に含まれている時刻において、データ信号を送信部３４
０に送信することなく制御信号を送信部３４０に送信する。制御部３３０ａは、確保され
た送信時間に含まれていない時刻において、データ信号を送信部３４０に送信する。
【００２７】
　送信部３４０は、下り信号である制御信号を制御部３３０ａから取得する。送信部３４
０は、制御信号をＰＯＮ２に転送する。送信部３４０は、下り信号であるデータ信号を制
御部３３０ａから取得する。送信部３４０は、取得されたデータ信号をＰＯＮ２に転送す
る。なお、送信部３４０は、制御部３３０ａと一体でもよい。
【００２８】
　次に、パイロット信号を用いて確保された送信時間について説明する。
　図２は、パイロット信号１００を用いて確保された送信時間の例を示す図である。割当
部３００ａは、制御信号１０１－１を制御信号用キュー３１０ａに送信する前に、パイロ
ット信号１００を制御信号用キュー３１０ａに送信する。パイロット信号１００には、送
信時間を表す情報が記載されている。送信時間は、割当部３００ａが転送装置３１ａに送
信する予定である制御信号１０１の送信に必要とされる時間以上の時間である。図２では
、送信時間は、割当部３００ａが転送装置３１ａに送信する予定である３個の制御信号１
０１を送信することができる時間と所定の待機時間とを加算した時間として定められる。
所定の待機時間は、最大長のパケットで構成されたデータ信号をデータ信号用キュー３２
０が制御部３３０ａに転送するために必要とされる時間以上の時間に定められる。
【００２９】
　最大長のパケットで構成されたデータ信号を転送するために必要とされる時間以上の時
間に待機時間が定められる理由は、制御信号用キュー３１０ａがパイロット信号を取得し
た時刻に制御部３３０ａがデータ信号を取得した場合、最大長のパケットで構成されたデ
ータ信号の送信を完了するまで制御部３３０ａが制御信号１０１－１を取得できないから
である。仮に、パイロット信号１００を割当部３００ａが転送装置３１ａに送信した直後
に制御信号１０１－１を割当部３００ａが制御信号用キュー３１０ａに送信した場合、制
御信号用キュー３１０ａがパイロット信号１００を制御部３３０ａに送信する時刻に、別
の待機時間が更に生じてしまう。
【００３０】
　パイロット信号１００は、割当部３００ａが転送装置３１ａに送信する制御信号１０１
の数を表す情報を含む。図２では、パイロット信号１００には、割当部３００ａが転送装
置３１ａに送信する制御信号１０１の個数である３を表す情報が記載されている。割当部
３００ａは、パイロット信号１００を転送装置３１ａに送信した時刻から待機時間が経過
した時刻に、制御信号１０１－１の送信を開始する。
【００３１】
　制御部３３０ａは、パイロット信号１００を制御信号用キュー３１０ａから取得する。
制御部３３０ａは、パイロット信号１００を取得した場合、送信時間を表す情報をパイロ
ット信号から読み出す。制御部３３０ａは、パイロット信号１００を取得した場合、制御
信号の個数（転送量）を表す情報をパイロット信号から読み出す。
【００３２】
　制御部３３０ａは、パイロット信号１００を取得した場合、パイロット信号１００に記
載された個数（転送量）の制御信号を、制御信号用キュー３１０ａから取得する。すなわ
ち、制御部３３０ａは、パイロット信号１００に記載された個数の制御信号１０１を、パ
イロット信号１００の取得が完了した時刻から送信時間が経過する前に、制御信号用キュ
ー３１０ａから取得する。
【００３３】
　制御部３３０ａは、パイロット信号１００に記載された個数の制御信号１０１を制御信
号用キュー３１０ａから取得するまで、データ信号１０２をデータ信号用キュー３２０か
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ら取得しない。すなわち、制御部３３０ａは、パイロット信号１００に記載された個数の
制御信号１０１を制御信号用キュー３１０ａから取得してから、データ信号１０２をデー
タ信号用キュー３２０から取得する。
【００３４】
　以上のように、第１実施形態の加入者線端局装置３ａは、帯域割当装置３０ａと、転送
装置３１ａとを備える。帯域割当装置３０ａは、制御信号送信部としての割当部３００ａ
を有する。転送装置３１ａは、制御信号用キュー３１０ａと、データ信号用キュー３２０
と、制御部３３０ａとを有する。割当部３００ａは、加入者線終端装置２０の制御に関す
る信号である制御信号１０１の送信時間及び転送量が記載されたパイロット信号１００を
送信する。割当部３００ａは、パイロット信号１００の送信時刻から所定の待機時間が経
過した時刻に制御信号１０１の送信を開始する。制御信号用キュー３１０ａは、制御信号
１０１及びパイロット信号１００を取得する。データ信号用キュー３２０は、加入者線終
端装置２０に送信されるデータ信号１０２を取得する。制御部３３０ａは、制御信号の送
信時間を確保する。制御部３３０ａは、確保された送信時間ではデータ信号をデータ信号
用キュー３２０から取得することなく制御信号を制御信号用キュー３１０ａから取得し、
取得された制御信号を加入者線終端装置２０に送信する。すなわち、制御部３３０ａは、
制御信号用キュー３１０ａがパイロット信号１００を取得した時刻から送信時間が経過す
るまでの期間、又は送信時間において転送量の制御信号の送信が完了するまでの期間、デ
ータ信号１０２をデータ信号用キュー３２０から取得することなく転送量の制御信号１０
１を制御信号用キュー３１０ａから取得する。制御部３３０ａは、制御信号用キュー３１
０ａがパイロット信号１００を取得した時刻から送信時間が経過するまでの期間、取得さ
れた制御信号１０１を加入者線終端装置２０に送信する。これによって、第１実施形態の
加入者線端局装置３ａは、制御信号をデータ信号よりも優先して送信することが可能であ
る。
【００３５】
　第１実施形態の加入者線端局装置３ａは、上り信号及び下り信号の共有バスを転送装置
３１ａが有している場合でも、上り信号の転送が制御信号１０１の送信時刻に影響を与え
ないようにすることが可能である。なお、制御部３３０ａは、転送装置３１ａが上り信号
及び下り信号の共有バスを転送装置３１ａが有している場合、前述制御部３３０aが下り
データ信号の取得停止するのと同じ期間、上り信号であるデータ信号の転送を一時的に止
めてもよい。
【００３６】
（第２実施形態）
　第２実施形態では、割り込み信号に基づいて制御部が制御信号を取得する点が、第１実
施形態と相違する。第２実施形態では、第１実施形態との相違点についてのみ説明する。
【００３７】
　図３は、光アクセスネットワーク１ｂの構成の例を示す図である。光アクセスネットワ
ーク１ｂは、媒体として光ファイバを有する通信システムである。光アクセスネットワー
ク１ｂは、ＰＯＮ２と、加入者線端局装置３ｂとを備える。加入者線端局装置３ｂは、帯
域割当装置３０ｂと、転送装置３１ｂとを備える。
【００３８】
　転送装置３１ｂは、下り信号をＰＯＮ２に転送する装置である。転送装置３１ｂは、ユ
ーザデータを含むデータ信号と送信許可信号等である制御信号との両方を、ＰＯＮ２に転
送する。転送装置３１ｂは、制御信号用キュー３１０ｂと、データ信号用キュー３２０と
、制御部３３０ｂと、送信部３４０と、タイマ３５０とを備える。
【００３９】
　割当部３００ｂは、制御信号を送信する制御信号送信部である。割当部３００ｂは、送
信許可信号等の制御信号１０１を転送装置３１ｂに送信する。割当部３００ｂが制御信号
用キュー３１０ｂに制御信号１０１を送信するタイミング（送信時刻）は、予め定められ
ている。例えば、割当部３００ｂが制御信号用キュー３１０ｂに制御信号１０１を送信す
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るタイミングは、一定周期でもよい。割当部３００ｂは、パイロット信号１００を制御信
号用キュー３１０ｂに送信しなくてもよい。
【００４０】
　制御信号用キュー３１０ｂは、送信許可信号やＯＡＭメッセージ等である制御信号１０
１を、割当部３００ｂから取得する。制御信号用キュー３１０ｂは、取得された制御信号
１０１を保持する。タイマ３５０は、割当部３００ｂが制御信号用キュー３１０ｂに制御
信号１０１を送信する時刻の直前に、制御部３３０ｂに割り込み信号を出力する。すなわ
ち、タイマ３５０は、制御信号用キュー３１０ｂが制御信号１０１を取得する時刻の直前
に、制御部３３０ｂに割り込み信号を出力する。
【００４１】
　制御部３３０ｂは、パイロット信号１００を取得する代わりに、割り込み信号をタイマ
３５０から取得する。制御部３３０ｂは、割り込み信号をタイマ３５０から取得した時刻
から送信時間が経過するまでに、データ信号をデータ信号用キュー３２０から取得するこ
となく制御信号１０１を制御信号用キュー３１０ｂから取得する。制御部３３０ｂは、割
り込み信号をタイマ３５０から取得した時刻から送信時間が経過するまでに、データ信号
を送信部３４０に送信することなく所定の時間、もしくは所定の個数（転送量）の制御信
号１０１を送信部３４０に送信する。
【００４２】
　以上のように、第２実施形態の加入者線端局装置３ｂは、帯域割当装置３０ｂと、転送
装置３１ｂとを備える。帯域割当装置３０ｂは、制御信号送信部としての割当部３００ｂ
を有する。転送装置３１ｂは、制御信号用キュー３１０ｂと、データ信号用キュー３２０
と、タイマ３５０と、制御部３３０ｂとを有する。割当部３００ｂは、加入者線終端装置
２０の制御に関する信号である制御信号１０１を送信する。制御信号用キュー３１０ｂは
、制御信号１０１を取得する。データ信号用キュー３２０は、加入者線終端装置２０に送
信されるデータ信号１０２を取得する。タイマ３５０は、予め定められた時刻に割り込み
信号を送信する。制御部３３０ｂは、制御信号の送信時間を確保する。制御部３３０ｂは
、確保された送信時間ではデータ信号をデータ信号用キュー３２０から取得することなく
制御信号を制御信号用キュー３１０ｂから取得し、取得された制御信号を加入者線終端装
置２０に送信する。すなわち、制御部３３０ｂは、割り込み信号が送信された時刻から制
御信号１０１の送信時間が経過するまでの期間、データ信号１０２をデータ信号用キュー
３２０から取得することなく制御信号１０１を制御信号用キュー３１０ｂから取得する。
制御部３３０ｂは、割り込み信号が送信された時刻から制御信号１０１の送信時間が経過
するまでの期間、取得された制御信号１０１を加入者線終端装置２０に送信する。これに
よって、第２実施形態の加入者線端局装置３ｂは、制御信号をデータ信号よりも優先して
送信することが可能である。
【００４３】
　第２実施形態の加入者線端局装置３ｂは、制御部３３０ｂがパイロット信号１００を取
得しないので、第２実施形態の制御部３３０ｂの構成を第１実施形態の制御部３３０ａの
構成と比較してシンプルにすることが可能である。第２実施形態の加入者線端局装置３ｂ
は、割当部３００ａが制御信号を転送装置３１ｂに一定周期で送信する場合、特に有効で
ある。
【００４４】
　以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれ
る。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明は、光アクセスネットワークの加入者線端局装置に適用可能である。
【符号の説明】
【００４６】
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　１ａ，１ｂ…光アクセスネットワーク、２…ＰＯＮ、３ａ，３ｂ…加入者線端局装置、
２０…加入者線終端装置、３０ａ，３０ｂ…帯域割当装置、３１ａ，３１ｂ…転送装置、
１００…パイロット信号、１０１…制御信号、１０２…データ信号、３００ａ，３００ｂ
…割当部、３１０ａ，３１０ｂ…制御信号用キュー、３２０…データ信号用キュー、３３
０ａ，３３０ｂ…制御部、３４０…送信部、３５０…タイマ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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